
地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費について

・歳入 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） 248,379 千円

・歳出 社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費 5,307,720 千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他
うち、地方消費
税交付金（社会
保障財源化分）

1 社会福祉総務費 1,012,658 719,690 27,658 265,310 23,613
重度心身障害者（児）医療給付改善事業、自立支
援給付事業、地域生活支援事業など

3 ふれあいセンター費 29,098 4,294 24,804 2,208 ふれあいセンター管理費

1 老人福祉総務費 134,750 3,676 13,583 117,491 10,457
老人保護措置費、在宅高齢者福祉事業、シニアク
ラブ活動助成事業など

2 後期高齢者医療費 337,640 10,918 326,722 29,079 後期高齢者医療広域連合事業

1 児童福祉総務費 733,830 529,824 5,238 198,768 17,691
児童手当支給事業、つどいの広場事業、障害児支
援給付事業、マザーズホーム運営事業など

2 保育所費 849,946 368,864 123,136 357,946 31,858
市立保育所管理費、施設型給付事業、すこやか保
育支援事業など

2 扶助費 489,951 389,122 2,647 98,182 8,738
生活扶助費、住宅扶助費、介護扶助費、医療扶助
費など

1 保健衛生総務費 743,917 37,696 3,844 702,377 62,513
病院会計助成事業、子ども医療費助成事業、未熟
児養育医療給付事業など

2 予防費 98,337 189 3,180 94,968 8,452
予防接種事業、妊婦・乳児委託健康診査事業、乳
幼児健康診査事業など

3 健康づくり費 64,117 1,803 4,369 57,945 5,157
成人歯科健康診査事業、食生活改善推進事業、が
ん検診事業など

1 社会福祉費 1 社会福祉総務費 314,314 184,701 129,613 11,536 国民健康保険特別会計繰出金

1 老人福祉総務費 395,249 4,647 390,602 34,765 介護保険特別会計繰出金

2 後期高齢者医療費 103,913 77,934 25,979 2,312 後期高齢者医療特別会計繰出金

5,307,720 2,318,146 198,867 2,790,707 248,379

※ 人件費、事務費及び基金積立金については控除しています。

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、事業に要した一般財源の比率に応じて充当しています。
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　消費税率（国・地方）が、平成２６年４月１日から５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、全て社会保障施策に要する経費に充てるこ
ととされています。
　平成２８年度匝瑳市一般会計決算における社会保障施策経費への充当については、次のとおりです。
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